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１．養護教諭とは 
養護教諭は、学校教育法第 37 条において学校に置かなければならない教育職員となって

おり、その職務は「児童（生徒）の養護をつかさどる」と定められ、学校保健活動の推進に

あたって中核的な役割を果たしている。 
養護教諭の職務は、学校の保健室で救急処置や健康診断・保健指導などの保健管理や、子

ども達が将来にわたって健康な生活が送れるように保健教育などを担当する。近年、子ども

のからだや心の健康問題等の深刻化に伴い、養護教諭の行う健康相談が一層重要な役割とな

っている。 
本看護学科では、子ども達が社会・学校・家庭での生活における自らの健康課題を見つけ、そ

れに対処していくことができる豊かな心と身体を育むことができるよう、保健・医療と連携・協

働しながら対応することのできる養護教諭を育成する。また、変化し続ける教育現場や医療に対

応していくために、生涯にわたり研究的な態度で自己研鑽していくことのできる養護教諭の養成

を目指している。 
 

２．養護教諭の免許について 
（１）本学科において取得できる免許の種類 
  ・一種免許状 (教職課程を履修することで取得できる)  

・二種免許状（保健師免許を有し、かつ教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定める単

位を修得した者は都道府県教育委員会に申請し取得できる）  
 

     
３．養護教諭一種免許取得のための島根大学における履修科目 
  本学科においては、以下の（１）（２）（３）を履修すること。  
  また、将来（保健師免許取得後）、養護教諭二種免許状を申請する者も、次の（１）の 
日本国憲法は必ず履修すること。   

 
（１）教育職員免許法第５条別表第１備考第４号に規定する文部科学省令で定める科目 

（教育職員免許法施行規則第 66 条の 6）の単位の修得方法 
免許法施行規則に定める科目 医学部における授業科目 

科 目 最低修得単位数 科目区分 授業科目の分類 授業科目 単位数 開講時期 

日本国憲法 ２単位 

全学基礎教育 

教養育成科目群 日本国憲法 ２ １年前期 

体育 ２単位 教養育成科目群 

健康・スポーツ科学概論

Ⅰ 
２ １年後期 

健康スポーツ ２ １年前期 

外国語コミュニ

ケーション 
２単位 ユニバーサル科目群 

英語ⅠB １ １年後期 

英語ⅡA １ １年前期 

情報機器の操作 ２単位 島大 STEAM 科目群 情報科学 ２ １年後期 
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（２）養護に関する科目の単位の履修方法 

３．養護に関する科目の単位の修得方法

科　　目 最低修得単位数 単位数

○ 疫学・衛生統計 ２
○ 公衆衛生学 ２
△ 保健福祉行政論 ２

養護概説 ２単位 ○ 養護概論 ２

栄養学(食品学を含む。) ２単位 ○ 栄養と代謝 ２

○ 形態と機能Ⅰ ２
○ 形態と機能Ⅱ ２
△ 感染と免疫 ２
△ 薬理と薬剤 ２

精神保健 ２単位 ○ 精神看護学概論 ２

１０単位 ○ 看護学原論 ２
○ 看護実践基盤技術演習 ２
○ 看護理論入門 １
△ 看護実践論 ２
△ 療養生活援助技術演習 ２
△ 成人看護学概論 ２
○ 小児看護学概論 ２
△ 小児看護学援助論 ２
○ 母性看護学概論 ２
△ 在宅看護学援助論 ２
○ 地域看護学活動論 ２
○ 家族看護論 １
○ 基礎看護学実習 ３
○ 成人看護学実習Ⅰ ３
○ 成人看護学実習Ⅱ ３
○ 小児看護学実習 ２
○ 母性看護学実習 ２
△ 精神看護学実習 ２

２８単位

　　　　く選択科目を表す。

免許の種類

養護教諭

学校保健

衛生学及び公衆衛生学
(予防医学を含む。)

免許法施行規則に定める科目区分

○
○

４単位

２単位

解剖学及び生理学

｢微生物学，免疫学，薬理
概論｣

医学部における授業科目

２
２

授業科目

２単位

看護学(臨床実習及び救急
処置を含む。)

２単位

２単位

　備考　○を付した授業科目は教員の免許状取得のための必修科目を、△を付した授業科目は同じ

健康相談論○ ２

学校保健
地域看護学概論

合　　　　　　計

健康相談活動の理論及び
方法
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（３）教育の基礎的理解に関する科目等の単位の履修方法 
免許法施行規則に定める科目区分等 医学部における授業科目 

科目区分 
最低修得

単位数 
授業科目 必修単位 開講時期 開講場所 

教育の基礎的理解に関する

科目 
８ 

教育原論Ⅱ ２ 1 年後期 

後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す 

教職概論 C ２ 1 年前期 
教育社会学概説 ２ 1 年後期 
人格発達心理学概説 ２ 1 年後期 
特別支援教育 ２ 3 年前期 
教育課程論 ２ 2 年前期 

道徳、総合的な学習の時間

等の内容及び生徒指導、教

育相談等に関する科目 
６ 

道徳及び特別活動論 ２ 2 年後期 
総合的な学習の時間 ２ 3 年前期 
教育の方法および技術

（情報通信技術の活用

を含む） 

 
２ 

 
2 年後期 

生徒指導論 ２ 2 年前期 
教育相談の理論と方法 ２ 1 年後期 

教職実践に関する科目 
５ 

養護基礎実習事前・事後指導 １ 3 年前期 
養護基礎実習 ２ 3 年前期 
養護展開実習事前・事後指導 １ 4 年前期 
養護展開実習 ２ 4 年前期 

２ 教職実践演習（養護教諭） ２ 4 年通年 
 合計単位数 ３０ － － 

注）養護基礎実習及び養護展開実習を開始するまでに開講される、上記（１）～（３）の「医

学部における授業科目」の単位は全て修得する必要がある。 
注）2 年次以降の科目の開講時期については、随時確認すること。 
 
（４）養護または教職に関する科目の単位の履修方法 

免許状の種類 単位数 備考 

養護教諭一種免許状 ７ 

最低修得単位を超えて履修した

「養護に関する科目」若しくは

「教育の基礎的理解に関する科

目」「道徳、総合的な学習の時間等

の内容及び生徒指導、教育相談等

に関する科目」「教育実践に関する

科目」について、併せて７単位以

上修得 
本学部の必修科目を履修することにより、上記は満たしている。 
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４．科目の履修方法および注意事項 
（１）教職に関する科目について 

①履修要件 
養護教諭一種免許状の取得には「免許法施行規則に定める科目」と「教職に関する科目」

を修得する必要があり、これらは定期の時間割り以外にも夏季・冬季・春季休業期間中や、

土･日･祝日の集中講義により開講される科目が多い。教職課程を履修する学生は部活動や

課外活動による欠席は認められないので注意すること。また、受講すべき年次の教職科目

および日本国憲法を履修できなかった場合や単位が修得できなかった場合は、学年進行に

沿った卒業要件科目の履修を優先するので、再履修はできない。成績不良により進級でき

なかった場合は教職課程を履修する資格を失う。なお、２年次までは養護教諭課程と保健

師課程を並行して履修できるが、2 年後期に実施される選抜での決定以降は保健師課程を

選択することができないので注意すること。 
②科目履修方法 
開講科目については、科目名、開講時期、開講場所等を学務情報システムに掲載のシラ

バスに記載しており，日程等が未定の科目については別途掲示等で通知する。履修に際し

ては確認して自分で履修計画を立てておく。 
 
（２）実習科目の人数制限 
  養護実習は、実習校の受け入れ体制や大学の指導体制により、履修生の制限を行う。 

選考は、教員採用試験を受験する意思が明確で教職としての適性が認められること、さ

らに履修科目に未修がなく、原則成績上位者であること等を評価して行う。2 年次修了

時に、成績の確認と面接による選考を行う。 
 
５．養護実習について 
（１）養護実習 
  ①教育職員としての実践的能力を育成するためには、基礎となる理論を学ぶと共に、現

場における実地体験（養護実習）が必要となる（教育職員免許法における規定）。 
  ②「養護実習」を履修するには、１．2 年次までに開講される「養護教諭一種免許取得の

ための島根大学における履修科目」（P１の３．）の単位を修得しておくことが必要であ

る。 
 
（２）養護実習計画   

実習内容 単位 実習時期 実習期間 実習場所 
養護基礎実習

事前・事後指

導 
１ 基礎実習の前後 

1 週間 島根大学医学部看護学科 
島根大学教育学部附義務教育学校・園 

養護基礎実習 ２ 3 年次 8～9 月 2 週間 島根大学教育学部附属義務教育学校・

園 

養護展開実習

事前・事後指

導 
１ 展開実習の前後 

1 週間 
島根大学医学部看護学科 

養護展開実習 ２ 4 年次 5～6 月 2 週間 出雲市内の小学校・中学校 
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（３）実習に要する経費について 
  養護実習等でかかる実習校への交通費は補助が出る場合があるが実習経費（実習中に使

用する消耗品、保健教育教材作成のための物品等）は自己負担となる。教職課程における

書籍代等がかかることも了解しておくこと。 
（４）その他 
  ①実習先での傷害事故、賠償事故に備えて、「学研災付帯学生生活総合保険」へ加入しな

ければならない。 
 ②各種感染症（麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、B 型肝炎、インフルエンザ等）に

対する抗体検査および必要時には予防接種を受ける。また、大学で行われる健康診断（特

に、結核検査）は必ず受けておくこと。 
 ③こども性暴力防止法への対応について 「こども性暴力防止法（2026 年 12 月 25 日施

行）」に基づき、児童生徒を性暴力から守るため、教育実習生には特定性犯罪前科がない

ことの確認が求められている。 看護学科で養護教諭免許状の取得を希望する学生は、3
年次の「養護基礎実習」を開始する前に、以下の手続きを完了しなければならない。 
・書類の提出： 性犯罪前科の確認に関する「同意書」および、特定性犯罪前科がない旨

の「誓約書」を提出すること。 
・事前研修の受講： 大学が実施する同法に関する研修（事前指導等にて実施）を必ず受

講しておくこと。 
【注意事項】 
提出や受講がない場合、または特定性犯罪前科が確認された場合は、児童生徒と接する

実習を行うことができない。その結果、養護教諭免許状の取得ができなくなるため、十

分に留意すること。 



医学部看護学科授業科目履修規程 
 

［ 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 制 定 ］ 

［平成１６年島大医学部規則第３９号］ 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，医学部規則（平成１６年島大医学部規則第１号。以下「学部規則」

という。）に定めるもののほか，医学部看護学科の授業科目の履修に関し必要な事項を定

める。 

（授業科目の名称等） 

第２条 医学部看護学科の授業科目の名称，単位数及び履修年次並びに必修科目，選択科

目又は自由科目の別は，別表第１に掲げるとおりとする。 

（授業科目履修届） 

第３条  学生は，別表第１に掲げる授業科目のうち，必修科目以外の授業科目を履修しよ

うとする場合は，授業科目履修届（別記様式第１号。以下「履修届」という。）を所定の

期日までに，医学部長に提出しなければならない。 

２ 履修登録の取消しについては，別に定める。 
３ 卒業要件単位として１年次１学期において履修できる科目の単位数は，３０単位を上

限とする。ただし，集中講義科目及び不定期開講科目については，この規定にかかわら

ず履修できるものとする。 
４ 累積ＧＰＡ（履修登録した科目のうち，教育職員免許状取得のための授業科目のうち

科目コードの頭文字がＸの科目，履修の認定を受けた科目，及び成績の判定が合否のみ

の科目を除く科目について，成績の評価を，秀を４点，優を３点，良を２点，可を１点，

不可を０点に置き換え，置き換えた点数に各科目の単位数を乗じて得られた点数の総和

を，各科目の単位数の合計で除した点数）が３．０以上の学生にあっては，前項に定め

る履修登録の上限単位数を超えて，３４単位まで履修できるものとする。 
（授業の方法） 

第４条 授業は，講義，演習，実験・実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併

用により行うものとする。 

２  前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利

用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３  第１項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様な

メディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につい

ても，同様とする。 

（単位の計算方法） 

第５条 各授業科目の単位数は，１単位の履修時間を４５時間の学修を必要とする内容を



もって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時

間外に必要な学修等を考慮して，次の各号に定める基準により計算するものとする。 

一 講義については，教室内における１時間の講義に対して教室外における２時間の準備

のための学修を必要とするものとし，１５時間の講義をもって１単位とする。 

二 演習については，教室内における２時間の演習に対して教室外における１時間の準備

のための学修を必要とするものとし，３０時間の演習をもって１単位とする。 

三 実験・実習及び実技については，３０時間から４５時間の実験・実習及び実技をもっ

て１単位とする。 

（定期試験等） 

第６条  定期試験は，各年次の学期末に特別の期間を定めて実施する。 

（受験資格） 

第７条 出席時間数が授業時間数の３分の２に達しない授業科目については，当該授業科

目に係る定期試験を受験することができない。 

（成績評価） 

第８条 成績の評価は，試験の成績に平素の学修及び出席状況を考慮し，秀，優，良，可

及び不可とし，秀，優，良及び可を合格とする。 

２ 評価の基準は，次の各号に掲げるとおりとする。 
 一 秀  １００点満点法による１００点から９０点まで 

二 優  １００点満点法による８９点から８０点まで 

三 良  １００点満点法による７９点から７０点まで 

四 可  １００点満点法による６９点から６０点まで 

五 不可 １００点満点法による５９点以下 

（追試験） 

第９条  忌引，疾病，その他やむを得ない理由により定期試験を受けることができなかっ

た者は，当該授業科目について追試験を受けることができる。 

２ 前項の追試験を受けようとする者は，追試験願（別記様式第３号）に疾病の場合は医

師の診断書，その他の場合は，証明書又は理由書を添え，所定の期日までに医学部長に

提出し，その許可を受けなければならない。 

３ 追試験は，１回限りとし，期間を定めて行う。 

（再試験） 

第１０条  成績が合格点に達しなかった者については，当該授業科目について，再試験を

行うことがある。 

２ 再試験は，１回限りとし，期間を定めて行う。 

３ 再試験の成績の評価は，６０点を限度とする。 

（進級の条件） 

第１１条 １年次及び２年次修了までに履修すべき授業科目のうち，それぞれ３科目以上



未履修科目がある場合は進級できない。 

（留年者の再履修） 

第１２条 前条により進級が認められなかった者又は学部規則第１１条の規定により全課

程の修了を認定された者以外の者（以下「留年者」という。）は，不合格又は無効とされ

た授業科目を再度履修（以下「再履修」という。）しなければならない。 

２ 再履修は，授業科目の担当教員の指示により，原則として１年を単位として行う。 

３ 留年者は，授業科目履修届（留年者用）（別記様式第５号）を所定の期日までに医学部

長に提出しなければならない。ただし，提出にあたっては，その内容につき，あらかじ

め授業科目の担当教員（嘱託講師の担当する授業科目にあっては，指導教員）の承認を

得なければならない。 

第１３条  留年者が英語を再履修する場合，授業時間が他の授業科目の授業時間と重複す

るときは，担当教員を変更し，又は学期を変更して履修することができる。ただし，担

当教員が外国人教師であった場合は，原則として外国人教師以外の教員に変更すること

ができない。 

（履修年次の特例） 

第１４条  学部規則第７条第４項に定める履修年次の授業科目以外の授業科目を履修する

ことができる場合は，次のとおりとする。 

一 ２年次から４年次の学生が，当該年次以前開講の未修得科目を履修する場合 

二 第１７条第１項の審査により入学前の既修得単位等の認定を受けた者が，次に定め

るところにより次年次開講科目を履修する場合 

   イ １年次  ２年次開講の全学基礎教育科目及び専門教育科目の専門基礎科目に属す

る授業科目 

２  前項第１号及び第２号の履修をしようとする者は，あらかじめ授業担当教員の承認を

得て，授業科目履修届（特例用）（別記様式第６号）を医学部長に提出し，許可を得るも

のとする。 

３  第１項第３号の履修をしようとする者は，あらかじめ指導教員の承認を得て，授業科

目履修届（特例用）（別記様式第６号）を医学部長に提出し，許可を得るものとする 

４  第１項により履修した授業科目の履修の認定は，各学期末に行う。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第１５条  学則第３２条に定める履修をしようとする者は，あらかじめ授業科目担当教員

の承認を得て，履修等申請書（別記様式第７号）を医学部長に提出し，許可を得るもの

とする。 

２ 前項の履修等を修了した者は，成績証明書及び単位修得証明書を提出するものとする。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第１６条 学則第３３条に定める学修をしようとする者は，あらかじめ授業科目担当教員

の承認を得て，履修等申請書（別記様式第７号）を医学部長に提出するものとする。 



２ 前項の学修により単位の認定を受けようとする者は，当該学修の修了証書の写等を提

出し，審査を受けなければならない。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第１７条  学則第３４条に定める入学前の既修得単位の認定を受けようとする者は，既修

得単位等認定申請書（別記様式第８号）を医学部長に提出し，審査を受けなければなら

ない。 
（認定通知） 

第１８条 医学部長は，第１６条第２項及び前条第１項の審査結果を認定通知書（別記様

式第９号）により申請者に通知するものとする。 
（教育職員免許状取得のための履修方法） 

第１９条 学則第３７条に定める教育職員免許状取得のための，全学基礎教育科目，養護

及び教職に関する科目の履修については，別表第２に掲げるとおりとする。 

  （細目） 

第２０条 この規程に定めるもののほか，授業科目の履修に関し必要な事項は別に定める。 

 

      附 則 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 
２ 平成１５年９月３０日において島根医科大学医学部看護学科に在学する者（以下「在

学者」という。）及び平成１６年４月以降に在学者の所属する年次に編入学，転入学又は

再入学する者にあっては，この規則の規定にかかわらず，別に定めるところによる。 
   附 則 
１ この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 
２ 平成１８年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，従前の例による。 
附 則 

１ この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 
２ 平成１９年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，従前の例による。 
附 則 

１ この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 
２ 平成２０年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
   附 則 



 この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この規則は，平成２３年７月６日から施行する。 
２ 平成２０年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，別に定めるところによる。 
附 則 

１ この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 
２ 平成２３年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
附 則 

１ この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 
２ 平成２４年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 
２ 平成２４年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 
２ 平成２５年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 
２ 平成２７年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 
２ 平成２８年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 



附 則 
１ この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 
２ 平成２９年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に転入学又は再入学する者にあっ

ては，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 
附 則 

１ この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 
２ 平成３０年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
附 則 

１ この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 
２ 平成３０年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する

者については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
   附 則 
１ この規則は，令和２年４月１日から施行する。 
２ 令和元年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する者

については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 
附 則 

 この規則は，令和３年１月１日から施行する。 
附 則 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 
２ 令和２年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する者

については，この規則による改正後の島根大学医学部看護学科授業科目履修規則の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 
附 則 

１ この規程は，令和４年４月１日から施行する。 
２ 令和３年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する者

については，この規程による改正後の医学部看護学科授業科目履修規程別表第１及び別

表第２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
附 則 

１ この規程は，令和４年４月１日から施行する。 
２ 令和３年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する者

については，この規程による改正後の医学部看護学科授業科目履修規程の規定にかかわ



らず，なお従前の例による。 
附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 
附 則 

１ この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度以前の入学生及び当該入学生と同学年に編入学，転入学又は再入学する者に  

ついては，この規程による改正後の医学部看護学科授業科目履修規程の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 
附 則 

この規程は，令和８年４月１日から施行する。 
 



別表第１（第２条，第３条関係）

前 後 前 後 前 後 前 後

数理・データサイエンス 数理・データサイエンス 2 2

情報科学 情報科学 2 2

細胞生物学 2 2

生物有機化学 2 2

英語ⅠＡ 1 1

英語ⅠＢ 1 1

英語ⅡＡ 1 1

英語ⅡＢ 1 1

看護英語Ⅰ 1 1

看護英語Ⅱ 1 1

ドイツ語Ⅰ 2 2

ドイツ語Ⅱ 2* 2*

フランス語Ⅰ 2 2

フランス語Ⅱ 2* 2*

中国語Ⅰ 2 2

中国語Ⅱ 2* 2*

韓国・朝鮮語Ⅰ 2 2

韓国・朝鮮語Ⅱ 2* 2*

人間心理Ⅰ 2 2

生命科学の歴史と倫理 2 2

SDGs入門 2 2

地域医療学Ⅰ 2 2

公衆衛生学 2 2

健康スポーツ 2 2

健康・スポーツ科学概論Ⅰ 2 2

＊各科目群の科目及び全学開放科目を選択科目として履修することができる。

備　考
2年次

必
修

選
択
必
修

区分
4年次3年次

授業科目名
1年次

科目群
選
択

必修科目6単位を修得すること。

　ドイツ語Ⅰ，フランス語Ⅰ，中
国語Ⅰ，韓国・朝鮮語Ⅰは選択必
修科目で，いずれか２単位を修得

すること。
　

 * ドイツ語Ⅱ，フランス語Ⅱ，
中国語Ⅱ，韓国・朝鮮語Ⅱは選択
科目で，前期で履修したⅠと同一
科目を履修できる。２単位は最大
認定単位数で，１単位のみの履修

も可。

必修科目6単位を修得すること。

必修科目8単位を修得すること。

島

大

S

T

E

A

M

科

目

群

全
学
基
礎
教
育
科
目

教養育成科目群
必修科目4単位を修得すること。
　＊養護教諭希望者は「日本国憲

法」は必修。

必修科目4単位を修得すること。

英語

初修外国語

ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
科
目
群

地域創生科目群



別表第１（第2条，第3条関係）

前 後 前 後 前 後 前 後
人間心理Ⅱ 2 2

感染と免疫 2 2

形態と機能Ⅰ 2

形態と機能Ⅱ 2 2

栄養と代謝 2 2

病理学の基礎 2 2

保健医療福祉行政論 2 2

社会福祉論 2

薬理と薬剤 2 2
疾病論Ⅰ 2 2
疾病論Ⅱ 2 2
疾病論Ⅲ 2 2
疫学・保健統計 2 2
上級TOEICセミナーⅠ 0.5
上級TOEICセミナーⅡ 0.5
グローバルリテラシーセミナーⅠ 0.5
グローバルリテラシーセミナーⅡ 0.5
海外留学セミナー 0.5
アカデミックイングリッシュＡ 0.5
アカデミックイングリッシュＢ 0.5
臨床英語 0.5
海外研修Ａ 1
海外研修Ｂ 1
海外研修Ｃ 1

2年次 3年次 4年次
備　考自由

1年次

専
門
教
育
科
目

専
門
基
礎
科
目

必修科目２２単位を修得すること。

2

2

区分 科目 授業科目名
必
修

選
択



別表第１（第2条，第3条関係）

前 後 前 後 前 後 前 後

看護学原論 2 2

看護実践基盤技術演習 2 2

看護理論入門 1 1

看護実践論 2 2

療養生活援助技術演習 2 2

診療時援助技術演習 1 1

看護実践演習 2 2

成人看護学概論 2 2

成人看護学援助論Ⅰ 2 2

成人看護学援助論Ⅱ 2 2

老年看護学概論 2 2

老年看護学援助論 2 2

小児看護学概論 2 2

小児看護学援助論 2 2

母性看護学概論 2 2

母性看護学援助論 2 2

精神看護学概論 2 2

精神看護学援助論 2 2

在宅看護学援助論 2 2

地域看護学概論 2 2

地域看護学活動論 2 2

学校保健** 2 2

地域健康相談論** 1 1

地域診断論** 2 2

地域看護活動演習** 1 1

公衆衛生看護学演習*** 1 1

公衆衛生看護管理論*** 1 1

健康政策論*** 1 1

看護情報学 2 2

看護研究方法論 2 2

卒業研究 2

看護管理論 2 2

家族看護論 1 1

緩和ケア論 1 1

クリティカルケア論 1 1

看護理論講読 1 1

看護教育論 1 1

基礎看護学実習 3 3

成人看護学実習Ⅰ 3 3

成人看護学実習Ⅱ 3 3

老年看護学実習Ⅰ 2 2

老年看護学実習Ⅱ 1 1

小児看護学実習 2 2

母性看護学実習 2 2

精神看護学実習 2 2

在宅看護学実習 2 2

公衆衛生看護学実習Ⅰ*** 4 4

公衆衛生看護学実習Ⅱ*** 1 1

早期地域看護学実習 1 1

看護学総合実習 1

看護管理実習 1 1
１２４単位以上を修得するこ
と

養護概論 2 2

健康相談論 2 2

専
　
　
　
門
　
　
　
科
　
　
　
目

必修科目および必修選択科目
の合計７２単位以上を修得す
ること。
ただし，３年次前期末までに
履修すべき専門科目に未履修
科目がある場合は，３年次後
期以降の専門科目を履修でき
ない。

2

家族看護論，緩和ケア論，ク
リティカルケア論，看護理論
講読，看護教育論の選択必修
科目の内，いずれか1単位以
上を修得。
ただし，養護教諭一種の資格
を得ようとする者は「家族看
護論」を必修とする。

***を付した科目は保健師
課程の学生は必修とする
（保健師課程の学生以外は
履修不可）

1

**を付した科目は保健師課程
の学生は必修とする。
ただし，養護教諭一種の資格
を得ようとする者は「学校保
健」を必修とする。

***を付した科目は保健師
課程の学生は必修とする
（保健師課程の学生以外は
履修不可）

合　　　　計（卒業要件）

専
門
教

育
科
目

養
護

科
目

養護教諭一種の資格を得よう
とする者は必修とする。

選
択

1年次 2年次 3年次 4年次
区分 科目 授業科目名

必
修

選
択
必
修

備　考

専
　
　
門
　
　
教
　
　
育
　
　
科
　
　
目



別表第2（第１9条関係）

１．免許状の種類ごとの基礎資格

２．教育職員免許法第５条別表第１備考第４号に規定する文部科学省令で定める科目

　　（教育職員免許法施行規則第６６条の６）の単位の修得方法

科　目 最低修得単位数 科目区分 授業科目の分類 授業科目 単位数

日本国憲法 ２単位 教養育成科目群 日本国憲法 2

健康・スポーツ科学概論Ⅰ 2

健康スポーツ 2

英語ⅠＢ 1

英語ⅡＡ 1

情報機器の
操作

２単位 島大STEAM科目群 情報科学 2

免許の種類

養護教諭一種免許状

基礎資格

全学基礎教育

教育職員免許状取得のための履修方法

学士の学位を有すること

体育

外国語コミュ
ニケーション

ユニバーサル科目群

免許法施行規則に定める科目

２単位

２単位

医学部における授業科目

教養育成科目群



３．養護及び教職に関する科目の単位の修得方法

（１）養護に関する科目の単位の修得方法

科　　目 最低修得単位数 単位数

○ 疫学・保健統計 ２
○ 公衆衛生学 ２
△ 保健医療福祉行政論 ２
○ 学校保健 ２
○ 地域看護学概論 ２

養護概説 ２単位 ○ 養護概論 ２

栄養学(食品学を含む。) ２単位 ○ 栄養と代謝 ２

○ 形態と機能Ⅰ ２
○ 形態と機能Ⅱ ２
△ 感染と免疫 ２
△ 薬理と薬剤 ２

精神保健 ２単位 ○ 精神看護学概論 ２

１０単位 ○ 看護学原論 ２
○ 看護実践基盤技術演習 ２
○ 看護理論入門 １
△ 看護実践論 ２
△ 療養生活援助技術演習 ２
△ 成人看護学概論 ２
○ 小児看護学概論 ２
△ 小児看護学援助論 ２
○ 母性看護学概論 ２
△ 在宅看護学援助論 ２
○ 地域看護学活動論 ２
○ 家族看護論 １
○ 基礎看護学実習 ３
○ 成人看護学実習Ⅰ ３
○ 成人看護学実習Ⅱ ３
○ 小児看護学実習 ２
○ 母性看護学実習 ２
△ 精神看護学実習 ２

２８単位

　　　　く選択科目を表す。

｢微生物学，免疫学，薬理
概論｣

２単位

合　　　　　　計

　備考　○を付した授業科目は教員の免許状取得のための必修科目を、△を付した授業科目は同じ

看護学(臨床実習及び救急
処置を含む。)

免許の種類
免許法施行規則に定める科目区分 医学部における授業科目

授業科目

養護に
関する科目

衛生学及び公衆衛生学
(予防医学を含む。)

４単位

健康相談論 ２

解剖学及び生理学

学校保健 ２単位

健康相談活動の理論及び
方法

２単位 ○

２単位



（２）教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法

授業科目 必修単位

養護基礎実習事前・事後指導 1

養護基礎実習 2

養護展開実習事前・事後指導 1

養護展開実習 2

合計単位数 30

（３）大学が独自に設定する科目の単位の履修方法

免許状の種類 単位数

免許法施行規則に定める科目区分等 医学部における授業科目

科目 最低修得単位数

教職概論Ｃ 2

教育社会学概説 2
教育の基礎的理解に関する科目 8

教育原論Ⅱ 2

特別支援教育 2

教育課程論 2

人格発達心理学概説 2

教育相談の理論と方法 2

道徳，総合的な学習の時間等の内容
及び生徒指導，教育相談等に関する
科目

6

道徳及び特別活動論 2

総合的な学習の時間 2

教育の方法および技術（情
報通信技術の活用を含む）

2

生徒指導論 2

備考

養護教諭一種免許状 7

最低修得単位を超えて履修した｢養護に関する科目｣
又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的
な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関す
る科目」「教育実践に関する科目」について，併せて７
単位以上修得

教育実践に関する科目
5

2 教職実践演習（養護教諭） 2


